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運
賃
負
強
力
の
表
現

Z
Lて
の
容
積
三
重
量

ノj、

島

昌

太

耳目

海
運
表
定
辿
貿
鹿
到
の
限
界

二
世
賃
負
抑
力
の
決
別

三
枠
組
且
刊
日
前
一
日
に
於
で
且
は
る
L

謹
白
負
陪
力

科
税
引
A
H
V
北
川
川
内
謹
一
川

剛五
週
賃
器
準
と
し
て
の
容
積
と
草
地
と
の
拙
醐
聞

大

枠

杭

噸

A
伊
亘
社
噸
山
越
否

海
誕
表
定
運
賃
盤
動
の
限
界

が
蓮
仁
は
、
定
期
般
事
業
ご
不
定
期
船
副
業
ど
の
、

二
つ
の
事
業
形
態
が
め
っ
て
、
そ
の
運
賃
も
.

こ
の
事
業

形
態

ω
契
る
に
従
っ
て
、

そ
の
性
質
を
異
じ
す
る
。
却
も
、
定
期
般
の
運
賃
は
表
定
運
賃
で
あ
る
が
、
不
定
期
耐

の
運
貨
は
自
由
運
賃
で
ゐ
品
。
そ
し

τ、
こ
れ
ら
の
表
定
運
賃
も
自
由
運
賃
も
・
戒
は
海
叩
巡
回
介
の
景
気
の
愛
動
に

よ
ち
、
或
は
首
業
者
相
互
聞
の
競
争
に
よ
り
、
若
し
く
は
代
替
運
治
機
関
よ
り
の
競
争
に
よ
b
、
常
に
動
携
す
る

諭

部i

迩
賃
負
指
力

ω
表
現
と
し
て
の
容
積
と
草
封

第
二
十
九
巻

入

O
丸

第
六
蹴



論

""' 写#

誕
賃
負
摘
力
的
表
現
在
し
て
山
容
積
一
止
と
車
推

第
二
十
九
巻

J、
。

第
六
掛

も
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
動
揺
は
、
上
に
も
下
に
も
一
定

ω限
界
の
あ
る
も
の
で
あ
ウ
て
、

モ
の
上
に
あ
る
所

の
限
券
、
即
ち
叩
通
貨
の
最
高
限
度
を
な
す
も
山
り
は
、
蓮
法
労
務
需
要
宥
の
そ
山
叫
労
務
に
謝
1
1認
む
る
債
伯
・

ー

l
交
通
欄
値
|
|
で
ゐ
b
、
そ
の
下
じ
め
る
所
的
限
界
、
帥
も
運
貨
の
一
最
低
限
度
を
な
す
も
の
は
、
定
期
般
事

来
三
A
・
定
期
船
半
世
端
正
に
よ
り

τ多
少
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
所
が
あ
る
げ
れ
Y
」
も
、
要
す
る
に
繋
船
鮪
古
い
は

品
、
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
本
山
砧
仁
於
て
も
論
越
し
た
る
所
で
ゐ
り
、
ま
だ
拙
著
「
海
運
賃
率
論
」
に

於

τも
詳
細
に
説
明
L
た
る
所
で
あ
る
o

海
運
の
運
賃
は
、
定
期
般
の
そ
れ
も
不
定
期
舶
の
是
れ
も
、

ニ
の
上
下

ω南
限
界
以
内
に
ゐ
る
所

ωい
づ
れ
か

の
貼
に
於
て
定
ま
る
も

ωで
あ
る
が
、

そ
の
有
保
は
、
定
期
舶
運
賃
Z
不
定
期
締
運
賃
E
に
よ
h
て
、
大
仁
漣
き

を
異
に
す
る
所
が
ゐ
る
。

不
定
期
舶
の
運
貨
は
、
主
ご
し
て
、
荷
主
相
互
の
問
に
於
り
る
蜘
阪
を
獲
ん
正
す
品
競
争

r.
仙
川
主
相
互
の
間

に
於
け
る
納
腹
を
提
供
せ
ん
ご
す
る
競
争
Z
の
、
競
令
の
下
に
定
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
競
合
の
下
に
、
雨
限

界
内
の
如
何
な
る
結
に
運
賃
が
定
ま
る
か
は
、
荷
主
の
側
に
於
り
る
海
運
労
務
を
獲
得
せ
ん
ご
す
る
欲
求
1
|
更

に
、
そ
れ
を
推
し
進
め
て
見
る
ピ
、
荷
主
M
V

運
迭
を
委
託
せ
ん
ご
す
る
商
品
め
頁
却
に
よ
っ
て
得
る
所
内
貨
幣
仁

謝
す
る
欲
求

l
i吉
、
船
主
の
側
仁
於
り
る
海
運
労
務
の
封
償
正
し
て
の
貨
幣
を
獲
得
せ
ん
ご
す
る
欲
求
品
、

牽
引
関
係
に
よ
る
所
で
あ
る
。
卸
も
、
荷
主
の
側
に
於
り
る
海
運
労
務
を
獲
得
せ
ん
正
す
る
欲
求
が
、
般
主

ω側



仁
於
げ
る
貨
幣
を
獲
得
せ
ん

t
す
る
欲
求
よ
b
強
大
な
る
場
合
に
は
、

そ
の
張
大
古
の
程
度
に
感
じ
て
、
運
賃
は

最
高
限
度
の
方
に
近
〈
定
ま
h
、
こ
れ
ご
反
謝
の
場
合
に
は
、
最
低
限
度
の
方
に
逗
〈
定
ま
る
も
の
で
ゐ
る
。
そ

の
有
同
時
は
、
普
通
的
商
品

ω代
償
決
定
吉
特
に
異
る
所
が
な
い
か
ら
、

-
』
、
、
に
夏
め
て
詳
細
の
説
明
を
加
ふ
る
必

要
は
な
い
。

定
期
舶
の
運
賃
に
め
り
て
も
、

そ

ω決
定
の
根
本
原
則
仁
於
て
は
、
十
相
的
不
定
期
舶
の
運
賃
ご
異
る
も
の
で
は

な

たい
Y

多
〈
山
場
合
に
於

τ、
加
肢
の
供
給
者
の
仰
に
於
け
る
競
争
が
、
海
運
同
盟
な
る
も
の
、
下
に
、
調

閣
制
限
せ
ら
れ
、
彼
等
は
、
続
-
せ
ら
れ
は
る
涯
賃
政
策

ω下
に
、
そ
川
川
崎
耐
一
張
者
P4
川
抑
附
加
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

獅
占
の
原
則
が
こ
れ
に
加
は
る
こ

Z
、
な
る
の
で
あ
る
o

殊
に
そ
の
運
賃
は
、
前
述
内
如
〈
、
表
定
運
賃
古
い
ふ

形
態
ぞ
E
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
決
定
の
有
株
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
設
明
を
必
要
ど
す
る
の
で
あ
る
。

表
定
運
賃
ご
い
ふ
は
、
瞥

τ述
べ
た
る
が
如
〈
、
需
要
者
た
る
相
手
方
的
如
何
を
問
は
す
、

一
般
的
に
こ
れ
に

よ
り
て
運
送

ω引
受
げ
を
な
す
意
思
を
以
て
.
運
治
労
務
の
昭
如
芭
運
送
客
飽

ω桶
類
古
に
従
ひ
、
分
類
的
に
表

式
方
法
を
以

τ表
示
せ
ら
る
、
運
賃
で
め
っ
て
、

こ
れ
を
表
示
す
る
所
内
表
は
、
運
送
客
慌
の
一
向
車
位
重
量
若
L

〈
は
一
m
単
位
容
積
に
掛
す
る
運
賃
が
幾
許
で
あ
る
ご
い
ふ
形
式
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
こ
れ
を
賃
率
表
(
ロ
ュ

3

正
い
ふ
の
で
あ
る
。

誼

叢

運
賃
負
据
力
白
表
現
と
し
て
の
容
績
と
重
批

え

第
六
脱

第
二
十
九
巻

梅運賃車論、四頁1) 



論

離

謹
賀
負
踏
力
由
表
明
叫
と
し
て
の
容
積
と
重
量

第
三
十
九
谷

λ 

串
占
ハ
棋

凹

こ
の
表
定
運
賃
な
る
も
の
は
、
定
期
船
業
者
が
、
世
間
の
定
期
舶
運
法
仁
謝
す
る
一
般
的
の
需
要
獄
践
を
漁
測

し
、
こ
れ
に
泊
肱
す
る
所
の
計
査
を
立
て
、

一
定
の
設
備
を
以
て
憾
系
を
な
せ
る
組
織
的
行
動
ピ

L
て
、
海
運
勢

務
を
提
供
す
る
に
蛍
h
、
そ
の
代
田
個
正
し
て
、
前
週
の
如
き
形
式
に
於
て
表
示
せ
ら
る
運
賃
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
場
合
に
は
、
蓮
途
客
健
た
る
側
々
の
族
客
若
し
く
は
側
々
の
貨
物
に
着
目
し
て
、
ぞ
れ
ら
を
仏
糊
塗
す
る
所
の

同
じ
型
山
り
運
送
労
務
|
|
多
数
同
時
に
、
ま
た
は
総
紛
反
践
的
仁
、
且
つ
規
仲
的
仁
行
は
る
、
所
的
一
、
個
々
の
肱

容
器

L
t
は
側
々
の
貨
物
を
輪
註
す
る
仁
嘗
て
ら
品
、
海
負
第
務
ー
ー
の
代
仰
と
者
似
芯
品
、
も

ω
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
.

か
く
の
如
く
仰
々
の
運
送
客
鶴
仁
つ
い
て
hv
ム
所
の
運
迭
勢
務
な
る
も
の
は
、
定
期
般
事
業
の
場

合
に
ゐ
つ

τは
、
貨
は
、
車
に
概
念
的
に
存
在
す
る
事
柄
た
る
仁
止
ま
b
、
具
臨
的
事
質
己
し
て
は
、
.
規
体
的
に

反
復

Lτ
型
お
す
る
所
の
、
多
数
姉
妹
鋤

ω航
海
を
基
本
ご
し

τ成
立
し
て
居
る
一
つ
の
迩
詮
組
織
の
鶴
系
的
活

動
が
あ
る

rり
で
ゐ
品
。
従
っ
て
、
北
帽
し
、
遅
浩
賄
業
に
市
立
す
る
椛
設
、
印
も
迩
伸
広
原
設
な
る
も
の
を
以

τ、ヲゼ

の
蓮
誌
に
よ
り
て
皐
「
る
所
の
運
賃
仁
よ
h
て
填
補
せ
ら
る
、
も
の
吉
見
る
な
ら
ば
、
定
期
般
事
業
の
湿
芯
尿
費

は
-
そ
の
大
部
分
は
、
そ
の
謹
誌
に
封
し
、
嘗

τ述
べ
た
る
が
如
〈
、
海
然
記
る
一
つ
の
結
合
生
産
技
た
る
も
の

で
あ
る
。

然
る
に
、
運
賃
を
支
抑
ふ
腕
の
多
数
の
践
客
及
び
貨
物
は
、
こ
の
陣
系
的
活
動
に
釆
る
ニ
さ
に
よ
り

t
、
初
め

て
相
関
聯
す
る
の
関
係
仁
立
っ
こ
ど
、
な
る
も
の
で
、

元
来
は
相
孤
立
せ
る
も
り
で
ゐ
る
o

換
言
す
れ
ば
、
同
じ



般
舶
仁
積
込
ま
れ
、
ま
た
は
同
じ
海
運
業
者
に
よ
っ
て
取
扱
は
る
、
閲
係
に
於

τ、
相
互
に
闘
聯
を
有
す
る
こ
さ

、
な
る

rり
で
、
そ
の
他
の
閥
係
に
於

τは
、
何
等
の
開
聯
な
き
も
の
で
あ
h
、
ま
た
、

も
芭
よ
ら
運
送
労
務
の

需
要
者
の
側
に
於

τ
一
纏
h
に
取
b
纏
め
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な
い
I
o

放
に
、

こ
れ
ら
の
多
数
の
運
送
容
櫨
的
支
抑
ふ
べ
き
運
賃
は
、
定
期
船
業
者
の
側
に
於

τ、
こ
れ
ら
蓮
怠
客
健

の
柿
類
仁
従
ひ

一
肱
去
の
各
ー
の
額
を
定
め
て
泣
く
の
外
は
な
い
。
こ
れ
は
、
定
期
船
端
業
が
、
日
肌
守
の
下
に

行
は
る
、
正
獅
占
の
下
に
行
は
品
、
ど
に
よ
b
τ
具
る
所
以
な
い
。

h
h
u
v

、
競
争
の
下
仁
あ
る
ご
き
は
、

E 
各

利
貨
物
の
運
賃
を
幾
許
ピ
定
め

τ世
レ
じ
も
，
競
年
相
子
方
の
運
賃
政
策
に
左
布
せ
ら
る
、
が
た
め
、
前
端
協
は

〈
.
之
を
定
む
る
も
た
hv

一
際

ω定
め
た
る
に
止
ま
与
、
確
定
の
も
の
た
る
の
意
義
な
〈
、
従
っ
て
、
管
業
が
頗

る
や
り
に
〈
、
な
る
を
弛
れ
雑
い
。
こ
の
紡
よ
り
す
る
も
、
定
期
般
事
業
に
於

τは
、
運
質
的
定
め
が
、
均
し
(

一
感
的
の
定
的
で
あ
る
に
し
て
も
、

ど
も
か
〈
定
め
た
る
以
上
は
成
期
聞
は
確
定
的
の
も
り
ど
な

L
、
従
つ

τ、

こ
の
事
業
に
轡
業
上
的
安
定
的
基
礎
を
得
る
が
だ
め
仁
、
調
占
的
地
位
を
占
む
る

ω必
要
じ
迫
ら
る
、
ニ
言
、
な

る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
、
定
期
般
事
業
に
あ
り

τは
、
各
組
漣
送
客
櫨
に
つ
き
、
そ
の
秘
類
に
従
ひ
、

一
肱
各
ょ
の
運
賃

を
定
む
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
倒
よ
り
暫
定
的
の
も
の
た
る
仁
過
ぎ
な
い
。
競
守
的
場
合
仁
め
b
て
は
、
相
手

論

首長

程
賞
負
強
力
内
証
到
と
し
て
の
容
和
と
諒
並

釦
ニ
十
大
笹

i¥. 

第
ホ
曲
師
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論

叢

運
賃
負
措
力
の
表
現
と
し
て
の
梓
積
&
荒
坑

占，、

第
二
十
九
巻

八

四

第
~ 
p、
腕

方
内
運
賃
政
策
に
影
響
せ
ら
れ
て
幾
克
す
る
の
外
な
〈
、
澗
占
の
場
合
に
於

τも、
hr
〈
定
め
ら
れ
た
る
運
賃
の

下
仁
於

τ、
運
送
ヶ
委
託
す
る
も
の
甚
ピ
多
〈
し

τ、
そ
の
事
業
規
模
に
溢
れ
出
づ
る
ご
き
は
、
真
に
之
を
引
上

「
べ
く
、
反
割
に
・

そ
の
運
賃
の
下
に
於
て
委
託
す
ゐ
も
の
持

r少
吉
正
き
は
、
事
業
規
模
内
全
般
的
活
用
の
れ

-
)
れ
ら
上
下
に
劃
す
る
動
揺
の
限
界
を
な
す
も
の
は
、
品
盤

に
運
賃
内
最
高
限
度
己
最
低
限
度
ご
し
1
詳
述
l
k
る
所
で
あ
る
o

め
に
、
夏
に
之
を
引
下
ぐ
る
の
外
は
な
い
。
そ
し
て
、

fj~ 

盈
に
逃
ぺ
た
る
定
期
肺
事
業
に
於
け
る
運
賃
の
肢
高
限
度
な
る
も
の
は

各
似
の
運
迭
に
於
り
る
も
の
一

で
あ
る
り
れ
ど
も

そ
の
最
低
限
度
な
る
も
の
は
.

一
つ
の
定
期
般
業
者

ω事
業
を
会
館
ご
し
て
鬼
た
る
事
例
で

糸
町

e
Q

。
道

、

引

μ
r
、
一
方
に
於

τは
、
各
仰
の
も
の
正

L
て
最
高
限
度
が
ゐ
り
・
他
方
に
於

τは
会
一
健
ど
し
て
最
低
限

度
を
も
っ
所
の
定
期
般
運
賃
は
、

具
髄
的
に
貸
率
表
じ
表
現
ぜ
ら
る
、
所
の
表
定
運
賃
ご
し
て
如
何
に
定
ま
る
の

で
ゐ
る
か
O

司
』
れ
が
、
以
下
、
忍

ω述
べ
ん
ご
す
る
所
の
主
制
で
め
る
。

ー
ー

運
賃
責
据
力
の
表
現

英
士
口
利
の
事
者
は
.
定
期
跡
事
業
に
於
げ
る
各
仰
の
運
迭
客
櫨

ω
蓮
貸
は
、

そ
の
負
携
能
カ
に
廊

ιτ
定
め
ら

る
ご
説
明
す
る
。
卸
も
識
は
ゆ
る

R

働
省
E
:
r
o件
B
B
o
d
i
-
-
r
Eて
・
に
於
て
、
各
仰
の
も
の
、
運
賃
は
定
ま
る

ご
い
ム
の
で
あ
る
o

こ
れ
は
回
よ
h
そ

ω通
与
に
相
違
な
い
。
併
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
仁
抽
象
的
説
明
で
あ
っ

海運賃曜論、第四章及第九章1) 



て
、
そ
の

RRgz:roqω
『
出
口
三
戸

F
2
1
が
如
何
な
る
も
の
に
於
て
見
は
る
、
か
を
明
か
に
L
な
げ
れ
ば
、

未
だ
定
期
航
運
賃
の
決
定
を
則
明
し
た
も
山

ut
い
ふ
こ
ご
を
得
な
い
で
ゐ
ら

p

フ。

定
期
航
並
貨
は
、
前
に
遁
ぺ
た
る
が
如
〈
、
運
送
労
務

ω問
料
知
己
蓮
遊
客
館
山
桶
類
Z
に
従
ひ
、
分
額
的
に
表

不
せ
ら
晶
、
も
の
で
ゐ
る
。

h
m

者
百
円

F
o
宮町出。三一
σ
2
1
ご
い
ふ
も
の
も
、
現
貨
に
は
、

こ
の
運
廷
の
碕

阿
川
ピ
一
迫
法
客
憾
の
和
知
己
を
通
じ
一
1
捕
捉
せ
ら
毛
、

ω外
は
な
い
。

運
気
川
り
決
定
に
闘
1
、
連
時
唱
客
植
山
町
要
求
す
毛
も
の
Z
し

τの
運
送
利
類
な
る
も
の
は
‘
要
す
る
に
、
そ
の
客

聞
が
上
山
む
る
所
小
山
郡
山
出
.
そ
の
客
備
が
船
舶
仁
負
鈎
せ
し
む
る
重
量
"

そ
の
客
臨
が
運
送
ぜ
ら
る
、
の
距
離
、
? 

'" 

の
客
慨
が
要
求
す
る
所
の
速
力
、

枕
び
に
そ
の
客
般
が
要
求
す
る
所
の
保
安
設
備
等
の
大
小
を
以
て
表
示
せ
ら
ゐ

、
も
の
で
あ
る
。
ま
た
漣
筑
の
決
定
に
腕
す
る
所
り
蓮
迭
容
館
山
穏
狐
ご
い
ふ
も
の
は
、

そ
の
も
の
、
伺
額
の
犬

小
を
去
に
る
も
り
ご
な
し
・
品
、
川
り
も
的
、
特
妹
の
性
質
上
必
要
己
な
る
特
殊
経
費
も
亦
-
」
れ
に
考
慮
せ
ら
る
も
の

で
あ
る
。

本
論
に
於
て
は
、
定
期
航
運
賃
が
表
定
運
賃
ざ
し
工
現
H
H

る
、
に
つ
き
、
運
送
客
僅
的
容
積
ピ
重
量
ご
が
、

二、
J
d白
神

H
F
O
【

E
R
n
g呂
町
内
釦
叶

を
表
は
す
も
の
ご
し

τ看
倣
き
る
、
閥
係
、
換
言
す
れ
ば
、
容
積
古
重
量
芭

が
、
表
定
一
迎
貨
の
決
定
に
於
て
成
十
る
役
目
を
通
ぶ
る
こ
ご
、
す
る
。

論

:荘

出
口
H
E均
力
副
長
引
と
し
亡
の
容
積
と
読
U
M

第
二
十
九
番

J、
五

第
六
都

乞



蹴

叢

運
賃
負
措
カ
白
表
現
と
し
て
の
容
誌
と
京
北

第
二
十
角
谷

λ

一
六

第
六
披

" 

容
積
及
び
重
量
に
於
て
見
は
る
〉
運
賃
の
責
措
力

海
運
労
務
は
、
船
舶
に
よ
っ
て
行
は
る
、

-
Z」
は
夏
め
て
い
ふ
ま
で
も
な
い
o
併
し
、
船
舶
労
務
(
印

E
Z

見
耳
目
m)

だ
け
で
、
海
運
労
務
の
総
て
を
緋
成
す
る

h
の
で
な
い
司
〕
ど
も
、
ま
花
、
明
ら
か
な
る
所
で
ゐ
る
。
附

納
に
積
込
む
ま
で
に
、
が
運
業
者
、
特
に
定
期
船
業
者
は
、

そ
の
船
舶
の
運
加
に
閲
す
る
事
務
を
彪
排
L
、
そ
の

積
込
航
併
に
閥
1
る
準
備
訓
務
を
繭
で
ま
花
時
効
引
渡
に
つ
い
て
も
利
々
な
る
事
務
合
取
行
ム
の
で
め
っ
て
、

-
」
れ
ら
は
、
船
舶
労
務
ピ
共
仁
、
海
迩
凱
国
務
を
緋
成
す
る
所
の
も
の
で
め
る
。
併
し
乍
ら
、
海
運
労
務
凶
主
要
部

分
を
な
す
も
の
は
船
舶
労
務
で
ゐ
h
、
且
つ
こ
れ
を
除
い
て
は
海
運
持
務
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

船
舶
労
務
に
於
て
捕
捉
し
得
る
所

ω或
悲
準
を
以
て
、
海
運
勢
務
の
耗
皮
を
代
表

L
、
且
つ
迦
賃
負
撚
力
の
大
小

を
表
現
せ
し
む
る
こ
E
、
な
る
は
、
断
る
自
然
的
な
る
端
刷
で
あ
る
。

叩
証
詑
客
般
が
要
求
す
る
が
誕
妙
務
の
耗
肢
を
代
表
す
る
も
の
ご
し

τ船
舶
勢
務
仁
於

t
捕
捉
し
得
る
所
的
基
準

な
る
も
の
は
、
加
納
が
そ
の
客
憾
に
よ
り
て
占
用
せ
ら
る
、
容
積
ご
こ
れ
に
よ
b
τ
負
は
し
め
ら
品
、
重
量
Z
で

あ
る
o

換
言
せ
ば
、
運
詮
客
醐
胞
が
幾
許
の
船
舶
労
務
を
必
要
ご
す
る
か
は
、
そ
の
運
送
客
幽
が
船
舶
に
於
て
占
む

る
所

ω容
積
り
大
苫
正
、
そ
れ
が
ま
た
船
舶
に
負
探
せ
し
む
る
重
量
ご
を
以
て
表
示
1
る
こ
芭
が
出
来
る
の
で
ゐ

る
。
舶
舶
は
緋
造
物
ピ
し

τぞ
れ
白
慨
が
、

一
定
の
察
積
を
昼
間
に
占
む
る
も
の
で
ゐ
b
、
ま
た
そ
れ
自
曜
の
重



二電
力ヨ

ぞ
れ
ご
同
じ
察
積
的
水
の
重
量
よ
19
騒
き
の
放
を
以
て
、

一
つ
の
浮
詑
物
ご
し
て
存
在
し
て
居
る
も
の
で

ゐ
る
。
従
っ
て
、
航
舶
は
、

こ
れ
に
他
物
を
積
載
す
る
に
も
.

そ
の
栂
限
に
於
て
、
容
積
上
に
ゐ
h
τ
は
、
白
幽
阻

の
内
容
積
以
上
正
出
づ
る
-
」
正
が
出
来
十
、
重
量
上
に
あ
h
て
も
、
白
樺
の
重
量
正
そ

ω同
容
積

ω水
凶
重
量
正

の
差
以
上
の
重
量
以
上
に
山
づ
る
司
』
ご
が
出
来
な
い
V

も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
船
舶
は
、
或
は
波
紋
の
騒
ぎ
.
捜
は

暴
風
雨
の
荒
る
、
海
洋
hz
航
海
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
航
海
の
安
全
を
保
持
す
る
上
よ
h
一
百
へ
ば
、
積
載
物
の

容
積
は
、
甲
仮
上
に
刷
づ
る
こ
子
炉
』
許
さ
宇
・
賞
品
は
一
定
の
乾
舷
|
|
水
面
以
上
仁
表
は
る
、
舷
側
の
高
き

ー
ー
を
残
す
穂
波
仁
止
め
な
り
れ
ば
な
ら
向
。
今
日
、
我
測
を
初
見
町
諸
外
捌
仁
於
て
色
、
重
H

同
過
哉
の
帥
押
恥
川
、
矯

め
、
航
海
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
、
搬
船
揃
哉
吃
水
線
法
な
る
も

ωを
制
定
し
て
居
る
が
ら
、
積
載
物
の
重
量
上

の
極
限
は
・
即
ち
舷
側
に
印
付
け
ら
れ
た
る
満
載
吃
水
線
が
水
面
に
残
る
程
度
に
制
限
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
如
〈
、
加
州
に
は
、
容
積
上
に
於
て
も
重
量
上
に
於

τも
・
こ
れ
に
積
載
き
る
、
も
の
に
つ
い
て
一
定
の

限
度
の
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
物
が
よ
れ
に
積
載
さ
る
、
に
よ
h
J
て
占
む
る
所
の
容
積
の
大
吉
、
投
び
に
そ

れ
が
鋤
舶
に
負
鋸
せ
し
む
る
重
量
の
大
吉
は
、
共
仁
、
そ
の
貨
物
が
要
求
す
る
所
の
海
運
券
務
の
大
吉
を
表
は
す

も
の
吉
見
る
こ
ご
が
出
来
る
。
こ
、
に
於
て
‘
運
送

ω代
償
ご
し
て
貨
物
に
濁
し
て
要
求
せ
ら
る
、
運
賃
は
、
↑
砕

運
に
ゐ
b
t
は、

そ
の
最
も
古
き
時
代
か
ら
、
そ
の
貨
物
の
容
積
若
し
く
は
重
量
を
標
準
ご

L
て
定
め
ら
れ
た
。

諭

議

運
賃
負
指
力
目
表
現
・
と
し
て
の
脊
械
と
宜
止

第
二
十
九
巷

" 
ヒ

第

腕
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運
賃
負
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力
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表
現
と

L
て
の
容
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と
草
川
且

第
二
十
九
巻
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λ 

第

批

。

こ
の
こ
ど
は
、
不
定
期
跡
事
業
に
於

τも
.
ま
た
定
期
船
事
業
に
於
て
も
回
提
る
所
が
な
い
。
併
し
、

一
つ
の
航

一
砕
じ
於
・

τは
・
概
ね
た
ャ
一
概
類
の
貨
物
た
り
を
運
送
す
る
所
の
不
定
期
般
事
業
に
於
て
は
、
多
く
は
、
傭
船
契

約
(
の

E
再
耳
目
出
司
守
)
に
よ

h
て
運
迭
に
従
事
す
る
も
の
で
ゐ

h
、
特
に
大
抵
全
部
傭
船
(
司
口
口

E
a
o
)
ご
し
て
般

舶
の
金
積
載
能
力
が
提
供
せ
ら
る
、
の
で
め
る
か
ら
、
積
載
物
の
容
悩
若
し
く
は
重
量
が
標
準
正
な
る
の
で
は
な

〈
、
加
納
自
僅
の
重
量
上
の
積
載
能
カ
が
標
準
正
し
て
用
み
ら
れ
る
。

定
期
船
事
業
は
、

ニ
れ
ご
旭
き
を
異
に
し
、
そ
の
使
用
船
舶
に
は
い
づ
れ
も

一
つ
の
航
海
に
於
工
、
多
柿
多

館
協
の
貨
物
が
泌
誠
せ
ら
る
、
も
の
で
あ

h
、
民
っ
そ
れ
ら
の
貨
物
の
運
賃
は
、
前
に
逃
よ
る
が
如
〈
、

一
般
的
な

主
交
通
需
要
を
濠
測
し

τ、
定
期
帥
刷
業
者
の
側
に
於
て
、
強
め
-
」
れ
を
定
申

τ置
〈
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
物
の
性

質
に
よ

b
、
或
は
容
誌
を
以
て
定
的
、
或
は
重
量
を
以
て
定
む
る
の
必
要
が
め
る
。
そ
し
て
ニ

ω場
合
に
於
1
、

定
期
舶
業
者
の
立
場
よ
り
言
へ
ば
、

そ
の
事
業
に
要
す
品
所
的
経
費

l
|定
期
船
妙
務
を
提
供
す
る
に
つ
い
要

す
る
所
の
一
切
的
原
費
|
|
・
皆
、

そ
の
輪
迭
す
る
所
の
総
工
の
運
送
客
間
一
し
削
間
賞
て
た
る
も
の
を
以

τ、
そ
の
各

E
の
蓮
貨
ご
し
て
、
こ
れ
を
回
牧
せ
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
運
透
客
鰻
特
に
貨
物
の
運
筑
負
品
開
力
は
、

を
れ
が
占
U
る
所
の
容
蹴
若
し
く
は
そ
れ
が
蜘
帥
に
負
捻
せ
し
h
U

る
重
量
に
よ
り

t
表
は
れ
て
居
る
も
の
さ
看
倣

し
、
そ
れ
に
肱
じ
て
右
の
剣
賞
て
を
な
さ
ん
古
す
る
も
の
で
あ
る
。
帥
も
、
容
積
的
大
な
る
も
の
は
小
な
る
も
の

よ
巴
り
も
、

主
た
重
量
の
大
な
る
も

ωは
小
な
る
も
の
よ
り
も
、

εの
蓮
質
負
権
力
は
大
き
い
ご
若
倣
し
て
、
そ
れ



rり
多
〈
の
運
賃
を
制
闘
す
る
の
で
ゐ
る
。
司
、
の
よ
ど
は
、
勿
論
・
後
に
通
ぶ
る
所
の
他

ω事
情
、
特
に
、
貨
物
そ

の
も
の
、
煩
額
に
よ

b
τ
、
ま
党
影
響
せ
ら
る
、
こ
吉
、
な
る
の
で
ゐ
る
が
、
ご
も
か
{
も
衣
定
運
賃

ω決
定
に

於
り
る
第
一
一
原
則
正
な
る
も
の
で
ゐ
る
。

四

容
量
及
び
重
量
の
表
示

右
に
辿
よ
る
が
如
〈
、
運
負
負
鎗
カ
は
、

一
昨
仙
‘
貨
物
の
容
積
若
L

(
は
重
量
に
於
て
見
は
る
、
も
の
古
見
倣

苫
晶
、
の
で
め
る
か
ら
、
蓮
貨
も
土
わ
ん
そ
れ
を
例
制
準
ピ

L
1
・M
め
ら
れ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
り
い
づ
れ
か
一
方
、

例
〈
ば
容
積
を
様
準
正
し

τ、
貨
物
の
運
貨
を
一
慌
に
定
む
る
さ
き
は
、
容
積
に
比
し
T
宜
盆

ω大
な
る
貨
物

が
、
重
量
に
比
し
て
容
磁
の
大
な
る
貨
物
よ

h
b、
有
利
な
る
地
位
に
泣
か
る
、
こ
吉
、
な
り
、
従
っ
て
定
期
船

業
者
の
取
扱
ム
貨
物
は
前
者
が
後
者
よ
り
も
活
か
に
多
〈
な
る
ご
い
ふ
偏
振
を
来
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
軍
量
を

標
準
ど
し
て
一
様
に
定
む
る
ご
き
は
、

ヨ
』
れ
ご
全
〈
反
劉
の
結
果
ご
な
る
で
あ
ら
う
o

そ
し

τ、
前
の
場
合
仁
ゐ

-
り
て
は
、
重
量
に
比

Lτ
容
積
の
大
な
る
貨
物
が
、
比
較
的
重
〈
運
賃
を
負
指
す
る
こ
ど
、
な
る
べ
〈
、
杭
恨
の
場

合
に
あ
り
て
は
、
察
積
に
比
し
て
重
量
的
大
な
る
貨
物
が
.
比
較
的
重
〈
運
賃
を
負
指
す
る
こ
さ
、
な
る
で
あ
ら

フ。
か
〈
の
如
き

ι
ご
は
、
た
い
V

に
荷
主
り
側
に
於
て
不
公
卒
な
る
蓮
貨
の
負
擦
を
な
す
ば
か

b
で
は
な
く
、

ぞ
れ

;宙

iiIt 

担
貨
仏
H
拙
力
由
表
現
ー
と
し
て
の
存
艇
と
抵
抗

蕗
二
十
丸
巷
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羽
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容
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と
訴
比

第
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十
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巻
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六
規

が
蓮
迭
貨
物

ω出
姐
り
に
不
賞
な
る
制
限
を
附
げ
る
こ
正
、
な
る
が
た
め
、
一
海
運
拙
骨
務

ω需
要
状
態
を
不
自
然
な

ら
し
め
、

そ
れ
の
結
川
市
は
ま
た
、
定
期
船
業
者
の
不
利
盆
を
招
来
す
る
こ
記
、
な
る
。
こ
、
に
於
工
定
期
跡
事
業

に
於

τは
、
容
積
若

L
〈
は
、
重
量
の
、

ν
づ
れ
か
そ
の
一
方
を
以
て
、
運
賃
の
基
準
Z
す
る
こ
芭
な
く
、
爾
者

h
f
併
用
す
る
こ
己
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
貨
物
運
賃
の
概
準
ご
し
て
用
ぬ
ら
ゐ
、
昭
位
呼
稽
は
容
積
の
も

ωも
重
量
の
も
の
も
、
こ
れ
を
ト
ン
(
古
ロ
)

d

い
ひ
、

』
の
時
制
榊
は
凶
断
的
じ
矧
ゐ
ら
れ
て
服
品
。
我
闘
に

f
b噸
土
は
は
唱
の
文
字
が

，
〕
れ
に
泥
て
ら
れ

て
居
る
こ
正
以
、
一
見
め
て
い
ふ
ま
で
も
な
一
三
朋
で
ゐ
る
o

併
し
、

一ト
V

の
容
積
若
し
〈
は
重
量
的
構
成
に
つ
い

τは
、
各
闘
の
法
制
に
於

τ.
僅
少
の
差
が
ゐ
る
。
帥
ち
、
英
士
ロ
利
に
あ
り

τは
、
内
企
積
噸
(
向
。
ロ
ヨ
2
2円。
E
2
3

は
、
四

O
立
方
フ
ィ
ー
ト
(
ち

E『
E
F
Z
)
を
以
て
一
噸
ご
な
し
・
重
量
噸
(
円
。
ロ
毛
色
四
宮
)
は
、

二
O
山
ン
ド
v

ヅ
ド
・
ク
エ
イ
ト
、
印
も
二
二
四

O
パ
タ
ン
グ

(
N
o
n王
山
口
ち
冒
と
を
以
て
一
一
噸
芭
す
る
。
直
米
利
加
の
慣
習

で
は
・
容
積
噸
は
英
士
口
一
利
吉
同
じ
で
あ
る
が
、
重
量
噸
は
、

二
0
0
0
・
ハ
ク
ン
ゾ

(M8口
宮
ω
)

が
一
一
噸
で
ゐ
品
。

従
っ

τ、
海
運
界
に
ゐ
り

τは
、
英
吉
利
流
の
重
量
噸
を
長
噸
(
T
U

ロ
m
gロ
)
ぜ
い
ひ
、
盟
米
利
加
流
の
一
一
噸
を
短

噸
(
ω
}
M
O
耳
件
。
ロ
)
ご
い
っ
て
居
る
。

j
l
ト
炉
制
度
を
採
用
す
る
欧
洲
大
陸
諸
国
に
於

τも
、
海
運
に
於

τは
、
概
ね
英
吉
利
流
の
噸
を
採
用
し
て

居
っ
た
り
で
あ
る
け
れ
ド
こ
も
、
獅
泡
は
、
欧
洲
大
戦
以
前
か
ら
、

J
I
ト
Y
制
度
に
よ
る
噸
を
採
用
す
る
傾
向
が



ゐ
っ
た
。
却
も
、
容
積
に
ゐ
つ
て
は
、

一
立
方
メ

1
ト
U
F

合
同
ハ
己
主

r自
止
め
る
を
以

τ
一
一
噸
正
な

L
、
重
量
に
あ

h
て
は
、

一
0
0
0キ
ロ
グ
ラ
ム
(
同

0
8
5
)
を
以
て
一
一
噸
正
す
る
の
で
ゐ
る
。

島
』
p
L
C』「
p
り
、

a
v
y
 

メ
1
ト
w
制
度
の
噸
は
、
濁
逸
の
海
蓮
曾
一
批
が
特
に
優
勢
を
占
な
る
一
ニ
の
航
路
に
於

τ行
は
れ

た
だ
り
で
、
そ
の
他
の
航
路
即
も
英
吉
利
般
ご
の
競
守

ωあ
る
航
路
に
於

τは
英
古
利
流
の
噸
が
行
は
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
・
荷
主
に
ご
り
て
英
古
利
流
の
方
が
得
に
か
ら
で
ゐ
る
。
即
ち
、
英
吉
利
流
の
一
容
積
噸
を
メ

1

ト
Y

制
度
に
換
算
す
る
ご

7
二
ニ
二
六
立
方
メ
ー
ト
ル

(
?
同
u
u自
の

『

E
)
Z
な
ら
、

一
重
量
噸
は
一

O
一六・

O

ム
ハ
ギ
ロ
グ
ラ
ム

(

同

O
出
品
・

O
A
U
r
m
)

-
じ
な
る
。
故
に
、
同
じ
一
一
峨
ピ
レ
っ
ー
も
、
英
士
口
利
流
の
)
山
静
蹴
噸
叫
メ

1
ト

市
川
制
度
の
ぞ
れ
よ
り
も
大
詐
〈
、

一
軍
批
酬
も
ま
允
ノ

1
ト
u
y

制
度
り
を
れ
よ
り
も
誼
い
こ
ピ
、
な
る
。
従
つ

て

一
噸
幾
許
£
い
ふ
運
賃
呼
抑
制
的
下
に
於
て
、

メ
ー
ト
ル
制
度
内
噸
を
採
用
す
る
こ
ご
は
、
競
争
上
不
利
益
で

あ
る
が
故
に
、

こ
の
制
度
は
今
日
に
於
て
も
未
だ
多
〈
行
は
れ
て
居
な
い
。
我
図
も
、

一
般
度
量
衡
に
於
て
は
メ

ー
ト
ル
制
度
を
採
用
し
て
居
る
は
れ
ど
も
、
海
窪
田
介
に
於

τは
、
主
正
し
て
、
英
士
口
利
流
が
A
1
倫
ほ
行
は
れ
て
居

る。

五

運
賃
基
準
ミ

L
て
の
容
積
三
重
量
三
の
選
捧

定
期
般
事
業
に
ゐ
り
で
は
、
前
述
内
如
〈
、
今
日
、
各
国
多
く
は
、
英
士
ロ
利
の
用
例
に
従
ひ
、
容
積
噸
ピ
重
量

論

濃

題
貨
負
抱
力
白
表
現
と
し
て
の
容
積
と
重
量

第
ニ
十
九
番

J、

修
大
碑



論

叢

題
賃
負
抱
力
の
表
現
と
し
て
の
容
積
と
重
地

第
ニ
十
九
巻

p、

第
六
税

四

噸

FV-併
用
し
、
そ
し
て
、
貨
物
に
よ
り
蓮
貨
負
鎗
上
の
公
平
を
失
ふ
ι
E
な
か
ら
し
む
る
た
め
言
、
且
つ
は
ま

た
管
業
上
の
利
益
を
擁
議
す
る
の
必
要
ご
仁
よ
り
、
貨
物
を
、
腕
貨
物
(
ピ
m
Z
S円
四
日
m
u
F向日
n
Z岡
町
百
円
)
吉
、
宣

貨
物

(
E
E弓
自
円
問
。
昌
一
印
n
E
百
円
四
E
R『
)
ご
の
二
柿
仁
分
っ
て
取
扱
っ
て
居
る
。
腕
貨
物
ご
い
ふ
は
、

一
容
積
噸

に
し
て
一
重
量
噸
末
商
の
も
の
で
ゐ
h
・
重
貨
物
ご
い
ふ
は
、

一
重
量
噸
じ
・
し
て
一
容
積
噸
仁
未
備
の
も
の
で
あ

る
。
詳
し
〈
言
へ
ば
、
開
貨
物
は
、
英
首
利
流
に
て
は
、
四

O
立
方
フ
ィ
ー
ト
で
一
一
一
一
四

0.ρ?ν
グ
未
尚
の
も

の
、
現
米
刺
加
拙
酬
で
は
、

二
〉
〉
一
J

J

?

ノ
.
ソ
民
u
q
J
〉
)
「
り
ヲ
、

こ
/
L
C
(
J
V
J
則
、
一
フ
泊

u
t
υ
1
4

z
d
l
ト
U
F

制
度
に
ゐ
つ
て
は
、

一
立
方
メ

ー
ト
戸
で
一

0
0
0キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
で
あ
る
o

是
し
て
・
重
貨
物
は
、
英
士
ロ
利
減
で
は
、
二
二
四

O
バ

ウ
ノ
ン
グ
、
理
米
利
加
流
で
は
ニ

O
O
Oバ
ク

Y

グ
で
四

O
立
方
フ
ィ
ー
ト
未
満
の
も

ω、
メ
1
ト
戸
制
度
で
時
、

一
0
0
0キ
ロ
グ
ラ
ム
で
一
立
方
メ

1
ト
U
Y

未
渦
の
も
の
で
あ
る
。

定
期
船
業
者
が
運
賃
表
示
の
標
準
己
し

τ、
容
積
ご
重
量
ど
を
併
用
す
る
仁
つ
h
v

て
は
、
負
師
聞
の
n
公
平
ピ
利
金

擁
護
の
た
め
に
、
路
貨
物
は
森
積
噸
を
以
て
計
り
、
重
貨
物
は
重
量
噸
を
以

τ計
る
こ
さ
に
し
て
居
る
。
卸
も
、

一
容
積
噸
に
し
て
一
重
量
噸
じ
揃
た
な
い
貨
物
は
容
積
噸
に
よ
り

τ運
賃
を
定
的
、

一
重
量
噸
に
し
て
一
容
積
噸

に
満
た
な
い
貨
物
は
重
量
噸
に
よ
り

τ運
賃
を
定
む
る
の
で
ゐ
る
。

』
れ
が
表
定
運
賃
決
定
的
第
ニ
の
原
則
で
ゐ

る。
か
〈
の
如
〈
、
聴
貨
物
は
容
積
噸
を
以
て
計
り
、
重
貨
物
は
重
量
噸
を
以
て
計
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
貼
よ
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面指

、p
』

L、
J、運

も芸
の占主
力安 完

噂 <D
、'
れ請
で I
あし
タて
o}) !7? 

酒

税
止
1Tt. 

第
ニ
十
九
巻

/、

ノ、
凹

指

第
六
都

-
h

。自ヨベ.

か
く
の
如
〈
・
表
定
運
賃
以
、
戒
は
容
積
噸
に
よ
り
或
は
重
量
噸
に
よ
b
て
謀
せ
ら
る
、
の
で
ゐ
る
が
、
そ
の

む
れ
が
周
ゐ
ら
る
、
に
し
て
も
、
蓮
且
賦
課
内
棋
準

2
噸
を
、
英
吉
利
に
て
は

即
位
四
『
仲
件
。
白
若
し
〈
は

出口
-
o『
戸
釦
【
出
ロ
四
月
。
ロ
(
国
¥
H
h

円。ロ)

ご
い
ひ
、
調
泡
で
は

同

aEn『再
O

ロロ
m
t
h
v
ふ
o

ニ
れ
は
附
加
述
貨
を
一
市
す
ご

告
に
も
朋
ゐ
ら
れ
・
戒
は
血
官
業
成
績
の
表
示
ま
た
は
海
狸
統
計
な

r」
に
も
、

町
民
間
]
且
件
。
ロ

B
H
F
ご
し
て
用
ゐ
ら

品
、
F

h

ピ
が
め
品
。

今
・
濁
逸
某
一
此
の
修
業
経
験
に
よ
h
、
総
迭
貨
物
ご
し
て
の
各
関
商
品
の
一

0
0
0
キ
ロ
〆
-
フ
ム
が
占
む
る
所

の
立
方
メ

1
ト
炉
を
若
干
抜
粋
表
示
す
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

調
九

(
0・
二
九
)
.
針
金

(
0・
六
六
)
、
腐
蝕
性
前
官
逮

(
0・七
O
)、
セ
メ

y
ト
(
一
・

C
C
)、
石
一
骨
・
樽
入
(
了

一
O
)、
樹
脂

(
7
一
七
)
、
硝
子
・
画
入

(
7
二
三
)
、
生
砂
糠
・
ナ
ツ
ク
入
(
一
・
三
三
)
・
米
(
了
三
七
)
、
変

酒
-
画
入
(
了
間

O
)、
ナ
Y

ト
λ

瑚
排
(
了
五
五
)
、
殺
粉
(
了
入

O
)・
馬
鈴
薯
つ
了

O
O
)
‘
プ
ム
(
ニ
・

o

三
)
、
洋
紙
{
ニ
・
二
三
)
、
綿
花
(
ニ
・
ニ
問
)
、
澱
粉
(
ニ
・
五
五
)
、
燐
寸
合
一
・

0
0
)、
茶
会
一
・
一
五
)
、
煙
草

(
三
・
五
O
|コ
了
入

O
)、
獣
角
(
四
・
入
七
)
、
木
工
品
(
五
・
七

O
)、
キ
ル
ク
材
(
七
・
二
ニ
)
‘
市
宮
稗
(
入
・
七

一) 、

キ
戸
ク
(
一
了
入

O
)。

VgL Giese， D礼sSeefrachttarifwesen， S. 207 

Giesc， a. a. 0.. Al!1九geXJJI. Iと上る。



六

容
積
噸
及
び
重
量
噸
の
埴
否

定
期
船
業
者
が
漣
質
的
基
準

t
し
て
、
容
積
ピ
重
量
ピ
を
併
用
す
る
仁
蛍
b
t
は
、
前
山
地
の
如
く
に
、
容
積
噸

ピ
重
量
噸
記
、

そ
の
い
づ
れ
か
大
な
る
方
仁
よ
る
こ
古
、
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
.

か
〈
の
如
き
薬
冊
中
が
、
容
積

貨
物
官
重
量
貨
物
古
に
、
果
し
て
運
賃
を
会
平
に
負
携
せ

L
む
る
こ
吉
、
な
る
か
は
・
疑
問
の
品
開
地
の
存
す
る
所

で
あ
る
。

一
冗
来
、
焼
氏
問
度
内
水
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
は
一

0
0
0キ
ロ
グ
ラ
ム
?
ゐ
ゐ
か
ら
、

メ

1
ト
w
制
度
を
抹
別

す
る
運
賃
の
下
l
あ
b
て
、
麟
氏
問
皮
の
水
を
船
舶
仁
世
間
む
正
す
れ
ば
、
そ
れ
の
運
賃
負
強
の
悲
準
た
る
鍛
を
、

容
積
を
以
て
表
は

L
て
も
、
首
一
量
を
以
て
表
は
し
で
も
、

い
づ
れ
も
同
じ
こ
と
に
な
b
、
従
っ
て
、

そ
の
蓮
賃

は
、
曲
者
間
間
噸
を
以
て
計
算
す
る
も
、
重
量
噸
を
以

τ計
算
す
る
も
、
同
一
の
金
額
が
算
出
せ
ら
る
、
こ
吉
、
な

る
O

放
に
、
こ
の
方
法
は
、
運
賃
の
基
稽
古
し
て
最
も
遁
嘗
な
る
が
如
〈
に
見
え
る
。

併
し
、
と
れ
は
、
縞
氏
四
皮
の
水
は
、

メ

l
ト
F

制
度
の
下
に
於
て
は
、
容
積
を
以
て
表
は
す
も
、
前
一
量
を
以

て
表
は
す
も
.
同
一
の
数
ご
な
る
Z
い
ふ
に
止
ま
h
、
未
だ
決
し
て
そ
れ
が
舶
舶
に
負
携
せ
し
む
る
所
が
岡
一
で

ゐ
る
こ
さ
を
表
は
す
課

ω
も

ω
で
は
な
い
o

殊
仁
、
舶
舶
を
浮
認
せ
し
め
て
居
る
所
の
海
水
、
号
し
て
船
舶
に
重

量
上
の
積
載
能
力
を
奥
へ

τ居
る
所
の
海
水
は
、

一
立
方

j
1
ト
ル
に
て
一

0
0
0
キ
ロ
ダ
ラ
ム
以
上
の
重
き
が

論

.~~ 

運
賃
負
備
力
。
表
現
と
し
て
由
容
債
と
草
話

第
二
十
九
巻

j司、

五

第
プミ
擁

七



論

1議

誕
賃
負
揚
力
申
表
現
と
し
て
の
eM
廿
積
、
と
重
量

第
二
十
九
巻

λ
二
六

都

龍E

"、

あ
る
o
従
っ
て
、

一
立
方
メ

1
ト
F

で
一
キ
ロ
グ
フ
ム
の
貨
物
は
・
海
洋
に
航
行
す
る
舶
舶
に
濁
し
て
は
、
重
量

上
負
指
せ
し
む
る
所
は
、
容
積
上
負
地
調
せ
し
む
る
所
よ
り
も
、
小
き
き
も
の
で
あ
る
。
放
に
、

メ

1
ト

w
制
度
仁

於
り
る
前
週
的
運
賃
基
準
・
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
重
量
貨
物
を
容
積
貨
物
よ
り
も
、
運
賃
負
地
問
上
不
利

な
る
地
位
に
詑
〈
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
向
。

併
し
乍
ら
・
土
た
・
右
内
閲
係
の
飽
園
内
に
於
て
論
争
'
れ
ば
、
英
古
利
流
の
基
準
は
幾
分
hr
前
地
の
不
乱
公
平
松

4市
_l 

b 
'1) 

BE 
f泊

正
力2

3~ 
品。

英
士
川
一
川
流
に
て
は

的
地
Lリ

虫日

凹E
O 
J.T. 
方

~!; 

~?~ 

12 

し

二
二
四

O
バ
ク
ン
グ
を
一
重
量
噸
ご
す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
・
こ
れ
を
メ
ー
ト
ル
制
度
に
て
表
示
す
れ
ば
、

. 

一
三
二
六
立
方
メ

l
・h

・

y
z
一
O
一
六
・

O
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
故
じ
、
一
立
方
メ

l
ト
戸
で
一

0
0
0キ
ロ

ゴ
ム
ゐ
る
貨
物
内
ニ
の
楳
準
じ
て
表
は
せ
ば
、
容
積
噸
の
方
(
七
割
)
が
、
重
量
噸
(
引
討
)
よ
り
も
小
3

こ

ω基
準
に
よ
る

Z
き
は
、
前
越
内
海
洋
航
行
の
締
舶
の
貨
物
に
運
賃
を

〈
表
は
れ
る
ニ
正
、
な
る
。
従
っ
て
、

課
す
る
に
つ
い
て
、
幾
分
か
メ
ー
ト
ル
制
度
よ
り
も
、
そ
の
貨
物
が
質
際
航
舶
に
負
携
せ
し
h
u
z
所
に
返
き
粉
川
市

を
得
る
こ
ピ
、
な
る
で
あ
ら
う
o

右
は
、
貨
物
の
側
よ
b
見
て
、
同
一
の
貨
物
が
船
舶
に
負
強
せ
し
な
る
腕
に
観
黙
を
置
い
て
の
批
評
で
ゐ
る
。

若
し
、
船
舶
の
側
よ
り
見
て
、
船
舶
の
積
載
カ
な
る
も
の
が
、
重
量
よ
り
も
容
積
的
方
に
於
て
大
な
る
な
ら
ば
、



重
量
に
比
し
て
容
積
の
大
な
る
貨
物
は
、
容
積
に
比
し
て
重
量
の
大
な
る
貨
物
よ
h
も
、
少
一
言
運
賃
を
負
携
し
て

然
る
ペ
き
で
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
重
量
貨
物
は
容
積
貨
物
よ
b
も
、
比
般
的
大
な
る
運
賃
を
負
携
せ
し
め
ら
れ

て
、
差
支
な
き
誇
で
あ
る
。
今
日
、
鋼
が
木
材
に
代
っ
て
遺
跡
材
料
正
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
蒸
気
機
関
が
帆
に
代
つ

て
用
ゐ
ら
る
、
や
う
に
な
っ

τか
ら
の
航
洋
舶
は
、
重
量
上
の
積
載
カ
よ
り
も
容
積
上
の
積
載
カ
が
著
し
〈
増
加

L
τ
、
前
者
の
一
仁
劃
し
て
後
者
は
、

一
-
五
者
〈
は
了
七
五
己
な
っ
た
。
殊
に
最
近
に
至
っ
て
、
蒸
気
機
関
よ

h
も
容
積
上
の
施
都
が
遥
か
に
高
き
デ
ィ

l
ぜ

w
機
関

Mvmゐ
ら
る
、
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
克
仁
こ
の
比
率

は
増
加
し
た
も
の
ぜ
考
へ
ら
る
、
。

放
に
、

ニ
山
一
知
よ
'
り
す
れ
ば
、
前
越
の
如
き
容
積
噸
ご
重
量
噸
Z
の
関
係
に
於
て
は
、
今
日
の
術
舶
は
、
そ
の

運
迄
川
町
裂
を
貨
物
に
運
賃
正
し
て
糊
嘗
て
る
に
つ
き
、
容
積
貨
物
の
重
量
貨
物
に
謝
す
る
負
猪
比
例
は
、

~t 

す
る
の
了
五
若
し
く
は

7
七
五
百
な

2
然
る
べ
き
こ
正
、
な
る
o

性
、
英
吉
利
流

ω
札

劃

に

劃

す

る

そ
れ
で
も
術
は
.
重
量
貨
物
に
有
利
な
る
賦
誤
記
い
ふ
ニ
Z
が
出
来
る
G

率

併
し
、
こ
の
問
題
に
閲
す
る
異
質
の
批
評
は
、
右
の
如
〈
、
車
に
、
貨
物
の
側
よ
・
り
見
る

rけ
で
は
十
分
で
な

〈
、
ま
た
、
車
に
、
鰍
舶
の
側
よ
り
見
る
だ
け
で
も
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
雨
者
の
閥
係
が
ど
う
な
っ
て
居
る
が

に
着
目
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
帥
も
、
加
胞
の
需
要

5
セ
の
供
給
ピ
の
関
係
如
何
が
、
こ
の
問
題
に
於

τ重
要
な

論

叢

運
賃
負
語
力
。
表
現
と
し
て
の
容
積
と
通
量

第
二
十
九
巷

ハニ-七

第
プミ
斡

= 
j， 



前

離

運
賃
負
揚
力
回
表
現
と
し
て
の
詐
積
と
重
量

第
二
十
九
巻

J丸

λ 

第

競

凹

O 

る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
T
、
肺
腹
内
需
要
ピ
供
給
ご
の
闘
係
は
、
均
し
〈
定
期
船
航
路
ご
い
っ
て

も
-
各
訟
に
よ

h
、
従
っ
て
、
ま
た
世
界
各
地
の
航
路
に
よ
b
て
異
る
所
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
そ
の
変
通
背
面
地

帯
仁
殆
ど
何
等
的
重
工
業
を
も
た
な
い
プ
レ
イ
メ

y
排
出
は
、
輪
出
品
Z
し
て
容
積
貨
物
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
均
し
〈
定
期
船
腹
の
需
要
ご
い
っ
て
も
、
重
量
上
の
積
載
カ
に
劃
す
る
需
要
よ
h
も
終
日
間
上
的
積
載
カ
じ
謝

す
る
需
要
の
方
が
大
な
品
も
の
で
め
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

L

P

4

河
の
低
廉
作
ゆ
る
運
輸
便
宜
を
布
す
る
山
ン
プ

Jν 

t主

「
Z
E
-
-
z
i
I
}
b凶
l
l

・--ノ
-
E
E
l
-

JR
コ
諜
引
開
uu
一村

U
仁
U
H
H
J
A
守
、
日

t
b

Y
Y
1
7
1
f
p
p
Y
7
v
r
ム
立
、

i

J

4
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一
府
、
危
巳
業
の

市民に、

雄
な
る
背
面
地
帯
を
も
っ
て
居
る
か
ら
.
こ
れ
ら
の
泌
に
あ
っ
て
ね
、
容
積
上

ω積
載
カ
に
謝
す
る
よ
り
も
重
量

上
の
積
載
カ
に
謝
す
る
需
要
り
方
が
大
で
あ
る
。

併
L
、
か
〈
の
如
〈
、
定
期
船
践
の
霊
長
貨
物
の
輸
出
が
、
容
積
貨
物
に
優
れ
て
居
る
所
は
、
先
準
工
業
闘
の

中
に
あ
り
て
も
、
特
に
重
工
業
内
盛
な
る
所
に
限
る
の
は
勿
論
の
こ
己
で
あ
っ
て
、
定
期
船
積
の
貨
物
ご
し
て

は

一
般
に
は
・
察
積
貨
物
が
趨
に
重
量
貨
物
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
工
業
国
よ
b
農
業
国
へ

の
往
航
に
於
て
は
、
工
業
製
品
ご
し
て
、
重
量
貨
物
も
あ
り
容
積
貨
物
も
ゐ
る
げ
れ
ど
も
‘

そ
の
復
航
に
於
て

は
、
工
業
の
原
料
ピ
食
脇
ピ
を
以
て
般
腹
を
充
す
の
で
あ
る
か
ら
、
殆
Y}総

τ容
積
貨
物
で
ゐ
る
か
ら
で
ゐ
る
。

チ
リ

1
よ
h
の
復
航
の
如
き
は
、
硝
石
が
そ
り

尤
も
、
後
進
農
業
闘
よ
ム
リ
先
進
工
業
国
へ
の
航
路
に
あ
り
て
も
、

主
要
の
貨
物
で
ゐ
h
、
ま
た
英
古
ロ
刺
や
日
本
か
ら
は
石
炭
の
輪
出
も
ゐ
る
り
れ
ど
も
・
こ
れ
ら
は
、
不
定
期
船
の

Giese， C¥. C¥. 0.， S. 20r 



貨
物
た
る
も
の
で
、
定
期
航
運
賃
の
問
題
己
な
る
も
の
で
は
な
い
。

か
〈
の
如
〈
、
定
期
船
向
な
る
貨
物
ご
し
て
は
.
概
し
て
吉
ロ
へ
ば
、
重
量
貨
物
よ
り
も
察
首
貨
物

ω方
が
多
い

の
で
あ
る
か
ら
.
定
期
鋤
腹
り
需
要
も
、

そ
の
容
的
上
の
積
載
力
に
劃
す
る
需
要
り
方
が
、

そ
の
霊
長
上
の
積
載

カ
に
掛
す
る
需
要
よ
b
も
一
般
的
に
多
い
も
の

ε見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
放
に
、
若
し
も
.
定
期
舶
な
る
も
の

が
.
そ

ω
構
迩
上
、
英
士
口
一
利
流
の
噸
を
以
て
表
は
す
に
し
て
も
.
若
し
〈
は
、

メ

1
ト
U
Y

一
制
度
山
噸
を
以
て
表
は

す
に
し
て
も
、
そ
の
察
積
上
の
積
枕
カ
ピ
.
重
量
上
的
積
載
カ
ご
が
略
ば
同
じ
も
の
な
る
ご
さ
は
、
南
向
要
凶
上
よ

h
せ
ば
、
容
積
貨
物
以
前
一
長
貨
物
よ
h
L
、
多
〈
の
運
貨
を
負
捻
し
な
村
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
ら
う
o

併
し
乍
ら
、
定
期
船
腹
山
供
給
は
も
似
し
て
言
へ
ば
.
そ
の
重
量
上
山
積
載
カ
よ
h
も
、
界
悩
上
の
積
載
カ

ω

方
が
勝
つ

τ居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ピ
よ
b
、
前
通
り
積
込
貨
物
の
闘
係
に
よ
り
・
定
期
航
版
り
供
給
が
、

そ
の
需
要
に
迎
合
す
る
や
う
に
設
計
せ
ら
る
、
に
よ
る
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
き
所
で
ゐ
る
が
、
併
し
積
込
貨
物
以

外
の
事
情
に
も
・
ぞ
の
設
計
に
か
、
る
結
川
市
を
鷲
ら
す
ゃ
う
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
も
ゐ
る
。
郎
ち
、
例
へ
ば
そ

の
船
舶
の
就
役
航
路
に
於
け
る
会
棟
、
荷
物
積
卸
費
、
運
河
辺
航
料
、
積
込
に
要
す
る
時
間
、
等
の
閣
係
に
よ
り

て
、
航
慌
の
大
さ
、
喫
水
』
速
力
等
が
司
』
れ
に
越
す
る
や
う
に
設
計
せ
ら
る
、
一
」
ピ
、
な
り
、
従
つ

τ、
容
積
上

の
積
載
能
力
ξ
重
量
上
の
積
載
能
力
ご
の
割
合
も
こ
れ
に
膳
じ
て
呉
る
，

-z
、
な
る
の
で
ゐ
る
。
今
.
そ

ω
一一一二

の
例
を
患
「
る
な
ら
ば
、
北
海
及
び
バ
片
チ
ッ
ク
海
航
路
の
定
期
船
は
、
容
積
上
の
積
載
カ
ご
重
量
上

ω耐
執
力

ご
は
、
凡
そ
.

7
三
五
正
一
・

O
O
E
で
あ
h
、
地
中
海
航
路
の
も
の
は
、
凡
そ
、

一
-
四
六
正
月
・

oozで
ゐ

論

誕

出
貨
品
H
拍
力
の
表
現
t

と
し
て
の
容
松
と
重
並

停
ニ
十
九
巷

ノ1

丸

第
六
肱

凹



言首

運
賃
負
拠
力
の
ま
羽
と
し
て
由
容
積
ル
』
貰
泣

問

第
一
一
十
九
巻

八=一

O

第
六
椀

議

の
も
の
は
、

了
七
七
ご
一
・

o
o
tで
ゐ

h
・
欧
洲
よ

b
E
米
利
加
西
岸
へ
の
航
路

一
・
九
二

Z
一・

O
O
正
で
ゐ
る
正
い
ム
。

hzJ
、
ー
欧
洲
印
皮
航
路
の
も
の
は
.
凡
そ
、

か
や
"
フ
仁
、

定
期
船
版
に
針

4
る
需
要
は
.
容
硝
貨
物
三
由
一
量
貨
物
正
に
分
り

τ見
れ
ば
、

或
は
継
に
よ

h
或

は
航
路
に
よ

b
τ
、
そ
の
割
合
を
異
[
し
す
る
げ
れ
ど
も
、
似
し
工
、
容
積
貨
物
の
方
が
重
民
貨
物
よ
h
も
多
(
、

ま
付
、
供
給
舶
版
の
知
よ
り
見
る
も
、
容
悩
上
山
町
的
載
力
の
供
給

ω方
が
重
量
上
の
積
載
・
刀
の
供
給
よ
b
概
ね
大

hc
レ
の
で
め
る
。

故
に
、

前
仁
述
べ
わ
い
る
来
準
じ
よ

h
、

一
容
積
噸
に
し
て

一
重
量
噸
に
揃
た
な
い
貨
物
は
容
積

噸
仁
よ
り

τ迩
貨
を
賦
畝

L
、

一
重
量
噸
に
し

τ
一
容
sお
噸
仁
充
允
な
い
も
山
り
は
、
重
量
噸
に
よ
h
T
迩
貨
を
賦

課
す
る
ご
い
ふ
今
日
の
慣
行
は
、
或
地
若
L
〈
は
戒
航
路
に
於
て
は
、
必
や
し
も
油
賞
公
卒
な
る
慣
行
ピ
い
ふ
ニ

芭
が
出
来
な
い
に
し
て
も
、
会
般
的
に
批
評
す
れ
ば
、
大
鵠
泊
嘗
会
卒
な
る
碁
準
ピ
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

地
球
上
全
般
的
に
聞
聯
す
る
機
構
を
も
っ

b
の
で
ゐ

殊
に
、
海
運
は
.
海
洋
己
河
川
ご
を
以

τ漣
る
限
hf
・

る
O

そ
の
慣
行
の
如
、
吉
、
特
に
運
筑
計
算
内
基
準
の
如
、
き
・
些
々
た
る
相
違
は
差
支
な
き
も
、
甚
だ
し
き
相
違
が

回
々
に
行
は
れ
る
正
き
は
.
遂
に
そ
の
機
能
を
害

L
、
後
迭
を
阻
害
す
る
二
正
、
な
る
虞
が
あ
る
。

放
に
、
各

港
、
各
航
路

ω特
有
の
事
情
に
基
〈
不
利
不
便
は
、
他

ω方
法
を
以
て
補
ム
こ
吉
、
な
し
、
大
慌
に
於

τ
一
致
す

る
所
の
基
準
を
採
刷
せ
る
今
民
普
通
山
慣
行
は
、
寧
ろ
、
長
年
月
の
鍛
錬
に
よ
る
所
の
趨
嘗
な
る
も
ω
Z
言
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。

1
1
1
四
・
一
一
・
一
六
l
l
l
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